
Ⅰ 調査の概要 
 
 
１ 調査の概要 
    この調査は、市内の民間事業所における労働環境の実態と動向を把握し、今後の労働 
 行政の施策を展開していくための基礎資料を得ることを目的としている。 
２ 調査時点 
  平成１５年７月１日現在（ただし、年間データについては原則として平成１４年４月 
 １日～平成１５年３月３１日を対象としている。） 
３ 調査対象 
  石狩市内の民間事業所のうち、６６９社を対象とした。 
４ 調査項目 

①事業所の概要（業種、労働組合・就業規則の有無、社会保険・労働保険の加入状況） 
②従業員数（雇用形態別、男女別、年齢別、市内居住者数） 
③通勤方法 
④賃金（初任給、日給・時間給、一時金、諸手当） 
⑤定年・退職金制度 
⑥休日・休暇（週休２日制、年間付与日数、年次有給休暇） 
⑦労働時間（所定労働時間、時間外労働、労働時間短縮のための取り組み） 
⑧福利厚生制度 
⑨雇用状況（労働力状況、新規学卒者の採用状況） 
⑩就業援助制度（育児休業、介護休業、女子再雇用制度） 
⑪女性の労働状況（登用状況、セクハラ防止対策） 
⑫インターンシップの実施状況（高校生、大学・短大・高専等） 
⑬その他（労働者確保の状況、事業所内保育施設の整備） 

５ 調査方法 
  調査票を対象事業所に郵送し、返信用封筒により回収した。 
６ 調査票の回収状況 
  調査対象事業所６６９社のうち、倒産・所在不明等１６社を対象外とし、これらを除 
 外した６５３社の４４．９％に当たる２９３社から回答を得た。（表１参照） 

抽出事業所数 対象外事業所数 実質対象事業所数 有効回答事業所数 回 答 率 
（郵送総数）Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｄ Ｅ＝Ｄ／Ｃ 

６６９社 １６社 ６５３社 ２９３社 ４４．９％ 

７ その他 
・構成比（％）については、小数点第２位を四捨五入したが、合計が１００％になら

ない場合は、切り上げ・切り捨てにより調整した。 
・データサンプルが少ないために、必ずしも平均値となっていない場合がある。 
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表１：産業別・規模別回答状況

【単位：事業所数，（　　）内は構成比】

合  　 計 １０人未満 １０～２９人 ３０～９９人 １００～２９９人 ３００人以上

293 123 103 59 7 1
(100.0%) (42.0%) (35.2%) (20.1%) (2.4%) (0.3%)

70 38 28 4 0 0
(23.9%) (54.3%) (40.0%) (5.7%) (0.0%) (0.0%)

78 24 26 25 2 1
(26.6%) (30.8%) (33.3%) (32.1%) (2.6%) (1.3%)

37 14 12 11 0 0
(12.6%) (37.8%) (32.4%) (29.7%) (0.0%) (0.0%)

50 25 13 11 1 0
(17.1%) (50.0%) (26.0%) (22.0%) (2.0%) (0.0%)

28 12 11 4 1 0
(9.6%) (42.9%) (39.3%) (14.3%) (3.6%) (0.0%)

30 10 13 4 3 0
(10.2%) (33.3%) (43.3%) (13.3%) (10.0%) (0.0%)

運輸・通信業

製　造　業

建　設　業

総  　  計

その他

サービス業

卸・小売業、
飲食店

図１：産業別回答事業所数
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図２：規模別回答事業所数
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103社
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30～99人
59社
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１　事業所の概要

(1)労働組合の組織率（P14　別表１）

(2)就業規則の有無（P14　別表１）

(3)各種保険制度の加入状況（P15　別表２）

Ⅱ　調査結果の概要

　労働組合「あり」と回答した事業所は14.7％で前年度の調査に比べると1.1ポイント増加した。
　また、産業別では「運輸・通信業」、規模別では「10人未満」の事業所の数が最も多かった。

　就業規則「あり」と回答した事業所は、常用従業
員が94.6％（前年度調査95.1%），臨時・パート従
業員では55.6%（前年度調査56.2%）となっている。

　厚生年金は全体の94.9%にあたる278社が加入している。健康保険は全体の98.3%にあたる288社
が加入し、その内訳は社会保険が230社、建設国保が27社、健保組合が30社、その他が1社となっ
ている。雇用保険は291社（99.3%）、労災保険は288社（98.3%）が加入している。

図３：各種制度の加入状況
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健康保険

厚生年金

就業規則
（臨時・パート）

就業規則
（常用従業員）

労働組合

あり なし 無回答

常時10人以上の従業員（臨時・パー
トを含む）を雇用する事業所の事業
主は労働基準法第89条により、就業
規則作成の義務と労働基準監督署
への届出義務があります。
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２　従業員構成について

(1)従業員構成について（P16～18　別表３～５）

(2)障がい者の雇用状況

　集計事業所の障がい者の人数は、常用従業員
が43人、臨時・パート従業員が10人の計53人と
なっている。
　構成比は全体の0.82%で、前年度の調査と比べ
0.14ポイント減少した。

　総従業員数は６，４９０人で、雇用形態別にみる
と常用従業員が４，７２３人（72.8%）、臨時・パート
従業員が１，７６７人（27.2%）となっている。男女別
では男性が４，１５９人（64.1%）、女性が２，３３１人
(35.9%)となった。

図５：産業別従業員構成
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図４：従業員構成
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図７：障がい者の割合
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図６：年齢別従業員構成
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※障害者雇用促進法では常時５６人以上の
従業員を雇用する事業所に対し、１．８％以
上の雇用を義務付けています。
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３　通勤方法について（P35　別表２６・２７）

　　◆送迎バス

　

４　賃金・諸手当について

(1)産業別初任給（常用従業員）について（P19　別表６）

　札幌市など石狩市外から通勤する従業員の割合
は65.5%で前年度調査と比べ7.9ポイント減少した。
　また、「自家用車」での通勤が80.5%と圧倒的に多
く、前年度調査と比べ1.7ポイント上昇した。

図９：従業員の居住地
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34.5%
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図８：従業員の通勤方法
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　送迎バスを利用している事業所は25
社で、そのうち「自社所有」が21社で最
も多くなっている。
　産業別にみると、「製造業」が18社で
最も多く、次いで「建設業」が３社となっ
ている。

図１１：産業別平均初任給額

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000
(円)

建設業 製造業 運輸・通信業 卸、小売業・飲食店 サービス業 その他

建設業 166,185 169,332 190,889 141,792 156,009 173,828

製造業 155,098 163,609 183,337 151,177 158,096 178,129

運輸・通信業 173,605 174,183 182,775 158,773 161,482 175,042

卸、小売業・飲食店 142,924 167,458 180,260 144,037 151,063 169,922

サービス業 145,219 158,322 176,450 135,619 147,402 161,589

その他 133,728 163,444 191,791 137,002 153,742 167,415

高　卒(男性) 短大・高専卒(男性) 大　卒(男性) 高　卒(女性) 短大・高専卒(女性) 大　卒(女性)

図１０：平均初任給額
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　全体の平均額としては、男性は
「高卒」156,812円、「短大・高専卒」
166,421円、「大卒」184,729円、女性
は「高卒」146,902円、「短大・高専
卒」155,351円、「大卒」172,485円と
なっている。
　前年度調査と比較して、女性の初
任給は全てのクラスで上昇している
ものの、大きな較差はみられない。
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(2)臨時・パート従業員の賃金（P19　別表７）

(3)一時金（P20　別表８）

(4)諸手当

　◆燃料手当（P21　別表９）

　夏期手当「あり」と回答した事業所は229社(78.1%)
で、支給月数の平均は1.42ヶ月分となっている。
　年末手当「あり」と回答した事業所は232社(79.2%)
で、支給月数の平均は2.06ヶ月分となっている。
　決算手当については、「あり」と回答した事業所が
49社（16.7%）と低く、支給月数の平均は0.95ヶ月分
となった。
　前年度の調査と比較すると夏期手当は0.03ヶ月
分減少、年末手当は0.12ヶ月分増加、決算手当は
0.10ヶ月分増加となった。

　全体の平均額としては、日給が「男性」は8,838円、
「女性」は5,375円で前年度と比較すると「男性」は403
円増額、「女性」は229円減額となった。
　時間給では「男性」が891円、「女性」が757円で、前
年度と比較すると「男性」が54円、「女性」が10円の増
額となった。

図１４：燃料手当平均支給額
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図１２：臨時・パート従業員の賃金

7,657
8,600

7,444 7,400
8,669

9,971

6,850

4,901
4,267

5,2505,4745,551

1,176
994

812 879
766

885
692781

737

759
864

763

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

建設業 製造業 運輸・通信業 卸、小売業・飲食店 サービス業 その他

(円)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400(円)

日　給／男性 日　給／女性 時間給／男性 時間給／女性

229 31 33

232 29 32

49 145 99

0% 50% 100%

夏期手当

年末手当

決算手当

図１３：一時金支給状況

あり なし 無回答

　燃料手当「あり」と回答した事業
所は199社（67.9%)で、全体の平均
額は「世帯主」が90，743円（1,761
㍑）、「準世帯主」が53,505円
(1,260㍑）、「その他」が35,083円
（581㍑）となっている。
　前年度の調査と比較すると、支
給金額・灯油換算ともにそれほど
差異はない。

※平成14年10月1日発効の北
海道の最低賃金は時間額で637
円となっています。　（日額は廃
止され、時間額のみとなりまし
た。）
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◆住宅手当（P21　別表１０）

◆通勤手当（P22　別表１１）

◆家族手当（P22　別表１２）

図１７：家族手当の平均支給額
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図１５：住宅手当平均支給額
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図１６：通勤手当の支給方法

実費支給
102

39.4%

定額支給
109
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無回答
0
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その他
48

18.5%

　住宅手当が支給されてい
る事業所は１６３社(55.6%)
で、前年度と比較すると7.0
ポイント下回った。
　全事業所の平均支給額は
世帯主で17,491円、準世帯
主で11,912円、その他で
10,173円となっている。

　家族手当が支給されてい
る事業所は181社（61.8%）
で、前年度調査より3.8ポイ
ント下回った。
　全事業所の平均支給額は
配偶者が10,546円、第１子
が4,578円、第２子が4,257
円、第３子が4,154円となり、
前年度と比較すると配偶者
は減額となったものの、子に
ついてはすべて増額となっ
た。

　通勤手当が支給されている事業
所は２5９社(88.4%)で、前年度と比
較すると2.2ポイント減少した。
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５　定年・退職金制度

　(1)定年制度（P23　別表１３）

　(2)定年後の再雇用制度（P23　別表１３）

　(3)退職金制度（P23　別表１３）

　再雇用制度が「ある」と回答した事業所は
１７９社(61.1%)で、前年度調査から5.3ポイン
ト上回った。

　定年制度が「ある」と回答した事業所は２
47社(84.3%)で、前年度調査から1.4ポイント
上回った。
　全事業所の定年の平均年齢は60.2歳と
なっており、回答のあったほとんどの事業所
が６０歳以上の定年となっていた。

　退職金制度が「ある」と回答した事業所は
２６２社(89.4%)で、前年度の調査より2.7ポイ
ント上回った。
　活用している制度は｢自社制度｣が最も多
く、次いで｢中小企業退職金共済制度｣、｢
企業年金等｣となっている。
　また、建設業では、｢建設業退職金共済制
度｣と他の制度を併用している事業所が多く
なっている。
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図１８：定年制度の有無

あり なし 無回答

図１９：定年後の再雇用制度
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図２０：退職金制度
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図２１：退職金制度の活用状況
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６　休日・休暇の状況　 （P24　別表１４）

　(1)週休２日制度の実施状況

　(2)国民の休日の休暇取得状況

　(3)年次有給休暇の状況
◆年間付与日数

◆取得率

　回答のあった事業所のうち、なんらかの形
で週休２日制を実施している事業所は２３１
社(78.9%)で、実施状況については図２２の
とおりとなっている。そのうち｢完全実施｣の
事業所は７5社(32.4%)で、前年を2.6ポイント
上回った。
　また、週休２日制を実施していない事業所
は４９社(16.7%)で、前年を2.7ポイント上回っ
た。

　回答のあった事業所のうち国民の休日は
完全に休みとなっている事業所は１９６社
(66.9%)で、前年を3.9ポイント下回った。

　回答事業所の平均取得率は38.98％で前年度調査より2.07ポイント下回った。
　産業別で見ると、前年度調査同様「運輸・通信業」が29.47％で最も低い数値となった。

　全事業所の付与日数の平均は16.98日
で、前年度の調査と比較すると0.17日減少
している。

図２２：週休２日制の
　　　　　　　　　実施状況
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図２３：国民の休日
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図２４：年次有給休暇
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７　労働時間　（P25　別表１５）

　(1)所定労働時間

　(2)変形労働時間

　(3)時間外労働（P26　別表１６）

　1日の所定労働時間の平均は7時間45
分で、前年度調査と比較すると1分短縮し
た。
　1週でみると平均は40時間11分となって
いる。

　時間外労働については、回答事業所の74.4%で実施されており、前年度調査と比較し、ほぼ横ばい
となった。
　実施事業所の年間総平均時間をみると114時間27分であり、昨今の経済情勢を反映してか前年度
調査から５３時間４８分の減となった。また、前年度同様「運輸・通信業」の時間外労働が173時間50分
と群を抜いて多く、最も少ない業種は「その他」の73時間40分となっている。

　回答のあった事業所のうち、変形労働時間制
を導入している事業所は１３４社(45.7%)で、前年
度調査から４．３ポイント減となった。
　「建設業」、「製造業」で導入率が高く、５割以
上の事業所で導入されている。
　導入形態では「1年単位」が全体の７割以上を
占めている。

図２５：所定労働時間
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図２６：変形労働時間制の導入形
態
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図２７：年間の時間外労働時間
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図２８：労働時間短縮の取り組み
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労働基準法第32条により「使用者は労
働者に休憩時間を除き、1週間につい
て40時間を超えて労働させてはならな
い。」とされています。
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８　福利厚生制度　（P27　別表１７）

９　雇用状況

　(1)労働力状況

（P28　別表１８・１９）

　(2)新規学卒者の採用状況（P29･30　別表２０・２１）

　平成１５年度に新規学卒者を採用した事業所は３９社（13.3%)で、その内訳は高卒２９名、短大・高専
卒２８名、大卒２９名となっている。
　また、平成１６年度の新規学卒者を採用する予定がある事業所は１８社(6.1%)で、内訳は高卒１２名、
短大・高専卒１２名、大卒１０名となっている。

　常用従業員、臨時・パート従業員ともに制度
化されている割合がもっとも高いのは、前年度
同様「健康診断」となった。

図３１：労働力状況
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図３２：平成１５年度
          新規学卒者採用状況
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図３３：平成１６年度
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図２９：福利厚生制度（常用）
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図３０：福利厚生制度（臨時）

あり なし 無回答

　平成１４年度中に採用された常
用従業員は４５５人、離職した従
業員は３５９人となった。
　そのうち障害者は１人の採用に
対し、離職者は１人となった。

労働安全衛生法では事業主に対し、
常時使用する労働者について年１回
の定期健康診断を受けさせることを義
務付けています。
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１０　就業援助制度　（P31　別表２２）
　(1)育児休業制度

　(2)介護休業制度 　(3)女子再雇用制度

１１　女性の労働状況　（P32　別表２３）

　(1)登用状況

　(2)セクシャルハラスメント防止対策

　セクハラ防止対策を実施している事
業所は８１社(27.6%)で、前年を2.0ポ
イント下回った。

　制度が｢ある｣と回答した事業所は、
８８社(30.0%)で前年調査より5.0ポイ
ント減となった。
　過去１年間の取得実績は、男女各１
人であった。

　制度が｢ある｣と回答した事業所は、６５社
(22.2%)で前年調査より1.8ポイント増となった。
制度が｢ない｣と回答した１５０社(51.2%)のうち、
｢1年以内に実施｣が２社、｢検討中｣が２７社、｢予
定なし｣が１２１社となっている。

　制度が｢ある｣と回答した事業所は、
９７社(33.1%)で前年から13.4ポイン
トの減少となった。
　制度がある事業所のなかで、過去1
年間に取得した人数は１７人で、うち
１６人が女性であった。取得期間は１
年以内が２人、６か月以内が１１人、
２か月以内が４人となっている。　ま
た、従業員規模が大きくなるほど、制
度が整備されている割合が高まる傾向
にある。

　女性の登用状況については、全体的に
割合が高まってきており、特に係長相当
職は前年度を２．３ポイント上回る１７．９%
となっている。

図３６：セクハラ防止対策
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１２　インターンシップの実施状況　（P33　別表２４）

１３　その他　（P34　別表２５）

　(1)労働者確保の状況

　(2)事業所内保育施設の整備

　仕事と家庭の両立を支援するため、
労働者のための事業所内保育所を設置
している事業所は前年調査同様２社で
あった。
　設置を全く考えていない事業所は２
６５社(90.4%)で、２．６ポイントの
増となった。

　常用・パートを問わず、新たに労働
者を募集したときに、｢いつも確保で
きている｣と回答した事業所は１９８
社(67.5%)で前回の調査と比較すると
０．６ポイント上回った。
　また「確保できないことがあった」
と回答した事業所６２社の理由として
は「募集する職種に対応する人材がい
ない」が４７社で、前回調査同様、大
多数を占めた。

　高校生、大学・短大・高専ともに
「予定なし」と回答した事業所が全体
の８割以上を占めた。

図４１：事業所内保育施設の整備
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図４０：労働者確保の状況
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インターンシップとは在学中に自らの学習
内容や将来の進路等に関連した就業体
験を行うことです。
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